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【 請 求 項 １ 】
　 ユ ー ザ の 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 示 す ア ク セ ス 権 情 報 と と も に 受
信 す る 印 刷 デ ー タ 受 信 手 段 と 、
　 受 信 さ れ た 印 刷 デ ー タ に 基 づ い て 印 刷 を 行 う 印 刷 手 段 と 、
　 印 刷 に 用 い ら れ た 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ と と も に 受 信 さ れ た 前 記 ア ク セ ス 権 情
報 と 対 応 付 け て 記 憶 す る 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 印 刷 デ ー タ の う ち の ユ ー ザ が 利 用 し た い 印 刷
デ ー タ の 指 定 情 報 と 当 該 ユ ー ザ を 識 別 す る ユ ー ザ 識 別 情 報 と を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
　 入 力 さ れ た 前 記 ユ ー ザ 識 別 情 報 に 示 さ れ る ユ ー ザ が 、 当 該 ユ ー ザ 識 別 情 報 と と も に 入 力
さ れ た 前 記 指 定 情 報 に 係 る 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る か 否 か の 判 別 を 、 当 該 印 刷 デ
ー タ に 対 応 す る 前 記 ア ク セ ス 権 情 報 に 基 づ い て 行 う 、 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 と 、
　 ユ ー ザ が 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る と 前 記 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 に よ っ て 判 別 さ れ
た 場 合 は 、 当 該 ユ ー ザ に よ る 当 該 印 刷 デ ー タ の 使 用 を 許 可 し 、 そ う で な い 場 合 は 当 該 ユ ー
ザ に よ る 当 該 印 刷 デ ー タ の 使 用 を 拒 否 す る 、 印 刷 デ ー タ 管 理 手 段 と 、
　 を 有 し て な る こ と を 特 徴 と す る 印 刷 装 置 。
【 請 求 項 ２ 】
　 ユ ー ザ が い ず れ の 集 団 に 所 属 す る の か を 示 す 所 属 情 報 を サ ー バ よ り 受 信 す る 所 属 情 報 受
信 手 段 を 有 し 、
　 前 記 ア ク セ ス 権 情 報 に は 、 前 記 集 団 に 対 し て 与 え ら れ た ア ク セ ス 権 が 示 さ れ て お り 、
　 前 記 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 は 、 前 記 入 力 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 前 記 ユ ー ザ 識 別 情 報 に 示
さ れ る ユ ー ザ の 、 前 記 所 属 情 報 受 信 手 段 に よ っ て 受 信 さ れ た 前 記 所 属 情 報 に 基 づ い て 、 前
記 判 別 を 行 う 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 印 刷 装 置 。
【 請 求 項 ３ 】
　 ユ ー ザ が い ず れ の 集 団 に 所 属 す る の か を 示 す 所 属 情 報 を 記 憶 す る 所 属 情 報 記 憶 手 段 を 有
し 、



　 前 記 ア ク セ ス 権 情 報 に は 、 前 記 集 団 に 対 し て 与 え ら れ た ア ク セ ス 権 が 示 さ れ て お り 、
　 前 記 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 は 、 前 記 入 力 手 段 に よ っ て 入 力 さ れ た 前 記 ユ ー ザ 識 別 情 報 に 示
さ れ る ユ ー ザ の 、 前 記 所 属 情 報 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 前 記 所 属 情 報 に 基 づ い て 、 前 記
判 別 を 行 う 、
　 請 求 項 １ 記 載 の 印 刷 装 置 。
【 請 求 項 ４ 】
　 印 刷 装 置 お よ び サ ー バ に よ っ て 構 成 さ れ る 印 刷 シ ス テ ム で あ っ て 、
　 前 記 サ ー バ に は 、
　 ユ ー ザ が い ず れ の 集 団 に 所 属 す る の か を 示 す 所 属 情 報 を 記 憶 す る 所 属 情 報 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 印 刷 装 置 に 前 記 所 属 情 報 を 送 信 す る 所 属 情 報 送 信 手 段 と 、 が 設 け ら れ 、
　 前 記 印 刷 装 置 に は 、 ユ ー ザ の 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ の 前 記 集 団 に 対 し て 与 え ら
れ た ア ク セ ス 権 を 示 す ア ク セ ス 権 情 報 と と も に 受 信 す る 印 刷 デ ー タ 受 信 手 段 と 、
　 受 信 さ れ た 印 刷 デ ー タ に 基 づ い て 印 刷 を 行 う 印 刷 手 段 と 、
　 印 刷 に 用 い ら れ た 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ と と も に 受 信 さ れ た 前 記 ア ク セ ス 権 情
報 と 対 応 付 け て 記 憶 す る 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 印 刷 デ ー タ の う ち の ユ ー ザ が 利 用 し た い 印 刷
デ ー タ の 指 定 情 報 と 当 該 ユ ー ザ を 識 別 す る ユ ー ザ 識 別 情 報 と を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
　 入 力 さ れ た 前 記 ユ ー ザ 識 別 情 報 に 示 さ れ る ユ ー ザ の 前 記 所 属 情 報 を 前 記 サ ー バ よ り 受 信
す る 所 属 情 報 受 信 手 段 と 、
　 入 力 さ れ た 前 記 ユ ー ザ 識 別 情 報 に 示 さ れ る ユ ー ザ が 、 当 該 ユ ー ザ 識 別 情 報 と と も に 入 力
さ れ た 前 記 指 定 情 報 に 係 る 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る か 否 か の 判 別 を 、 当 該 印 刷 デ
ー タ に 対 応 す る 前 記 ア ク セ ス 権 情 報 お よ び 受 信 さ れ た 当 該 ユ ー ザ の 前 記 所 属 情 報 に 基 づ い
て 行 う 、 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 と 、
　 ユ ー ザ が 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る と 前 記 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 に よ っ て 判 別 さ れ
た 場 合 は 、 当 該 ユ ー ザ に よ る 当 該 印 刷 デ ー タ の 使 用 を 許 可 し 、 そ う で な い 場 合 は 当 該 ユ ー
ザ に よ る 当 該 印 刷 デ ー タ の 使 用 を 拒 否 す る 、 印 刷 デ ー タ 管 理 手 段 と 、
　 が 設 け ら れ て な る こ と を 特 徴 と す る 印 刷 シ ス テ ム 。
【 請 求 項 ５ 】
　 印 刷 デ ー タ に 基 づ い て 印 刷 を 行 う 印 刷 手 段 を 制 御 す る コ ン ピ ュ ー タ に 用 い ら れ る コ ン ピ
ュ ー タ プ ロ グ ラ ム で あ っ て 、
　 ユ ー ザ の 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 示 す ア ク セ ス 権 情 報 と と も に 受
信 す る 処 理 と 、
　 受 信 さ れ た 印 刷 デ ー タ に 基 づ い て 前 記 印 刷 手 段 に 印 刷 処 理 を 実 行 さ せ る よ う 制 御 す る 処
理 と 、
　 印 刷 に 用 い ら れ た 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ と と も に 受 信 さ れ た 前 記 ア ク セ ス 権 情
報 と 対 応 付 け て 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ せ る 処 理 と 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 印 刷 デ ー タ の う ち の ユ ー ザ が 利 用 し た い 印 刷
デ ー タ の 指 定 情 報 と 当 該 ユ ー ザ を 識 別 す る ユ ー ザ 識 別 情 報 と を 入 力 す る 処 理 と 、
　 入 力 さ れ た 前 記 ユ ー ザ 識 別 情 報 に 示 さ れ る ユ ー ザ が 、 当 該 ユ ー ザ 識 別 情 報 と と も に 入 力
さ れ た 前 記 指 定 情 報 に 係 る 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る か 否 か の 判 別 を 、 当 該 印 刷 デ
ー タ に 対 応 す る 前 記 ア ク セ ス 権 情 報 に 基 づ い て 行 う 処 理 と 、
　 ユ ー ザ が 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る と 判 別 さ れ た 場 合 は 、 当 該 ユ ー ザ に よ る 当 該
印 刷 デ ー タ の 使 用 を 許 可 し 、 そ う で な い 場 合 は 当 該 ユ ー ザ に よ る 当 該 印 刷 デ ー タ の 使 用 を
拒 否 す る 処 理 と 、
　 を コ ン ピ ュ ー タ に 実 行 さ せ る た め の コ ン ピ ュ ー タ プ ロ グ ラ ム 。
【 請 求 項 ６ 】
　 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 手 段 お よ び 印 刷 手 段 が 設 け ら れ 、 前 記 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 手 段 に よ っ て Ｆ Ａ Ｘ を 送 信
し ま た は 前 記 印 刷 手 段 に よ っ て 印 刷 を 行 う こ と に よ っ て ド キ ュ メ ン ト を 出 力 す る 複 合 機 で
あ っ て 、
　 ユ ー ザ の 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 示 す ア ク セ ス 権 情 報 と と も に 受
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信 す る 印 刷 デ ー タ 受 信 手 段 と 、
　 受 信 さ れ た 印 刷 デ ー タ に 基 づ い て 前 記 Ｆ Ａ Ｘ 送 信 手 段 ま た は 前 記 印 刷 手 段 に ド キ ュ メ ン
ト を 出 力 さ せ る 出 力 制 御 手 段 と 、
　 ド キ ュ メ ン ト の 出 力 の た め に 用 い ら れ た 印 刷 デ ー タ を 、 当 該 印 刷 デ ー タ と と も に 受 信 さ
れ た 前 記 ア ク セ ス 権 情 報 と 対 応 付 け て 記 憶 す る 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 と 、
　 前 記 印 刷 デ ー タ 記 憶 手 段 に 記 憶 さ れ て い る 印 刷 デ ー タ の う ち の ユ ー ザ が 利 用 し た い 印 刷
デ ー タ の 指 定 情 報 と 当 該 ユ ー ザ を 識 別 す る ユ ー ザ 識 別 情 報 と を 入 力 す る 入 力 手 段 と 、
　 入 力 さ れ た 前 記 ユ ー ザ 識 別 情 報 に 示 さ れ る ユ ー ザ が 、 当 該 ユ ー ザ 識 別 情 報 と と も に 入 力
さ れ た 前 記 指 定 情 報 に 係 る 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る か 否 か の 判 別 を 、 当 該 印 刷 デ
ー タ に 対 応 す る 前 記 ア ク セ ス 権 情 報 に 基 づ い て 行 う 、 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 と 、
　 ユ ー ザ が 印 刷 デ ー タ の ア ク セ ス 権 を 有 す る と 前 記 ア ク セ ス 権 判 別 手 段 に よ っ て 判 別 さ れ
た 場 合 は 、 当 該 ユ ー ザ に よ る 当 該 印 刷 デ ー タ の 使 用 を 許 可 し 、 そ う で な い 場 合 は 当 該 ユ ー
ザ に よ る 当 該 印 刷 デ ー タ の 使 用 を 拒 否 す る 、 印 刷 デ ー タ 管 理 手 段 と 、
　 を 有 し て な る こ と を 特 徴 と す る 複 合 機 。
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